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１．募集要項の定義 

本募集要項は、宇治市（以下、「市」という。）が、「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。）に基づ

き、特定事業として選定した「（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業」（以下、「本

事業」という。）を実施するにあたり、その民間事業者の選定に関し必要な事項を公表するも

のである。 

本募集要項は、平成 29 年 8 月 1 日に公表した実施方針（変更）及び実施方針（変更）に関

する質問回答（平成 29 年 8 月 18 日公表）を反映したものである。応募者は本募集要項の内容

を踏まえ、必要な書類を提出すること。 

また、下記に示す書類は、本募集要項と一体のもの（以下、「募集要項等」という。）であ

る。 

なお、「募集要項等」と「実施方針（変更）」に相違のある場合は、募集要項等の規定が優

先するものとする。また、募集要項等に記載がない事項については、募集要項等に関する質問

に対する回答によることとする。 

 

○資料 

・要求水準書 

・優先交渉権者選定基準 

・様式集 

・基本協定書（案） 

・事業契約書（案） 

 

用語の定義 

用語 定義 

市 宇治市をいう。 

本事業 （仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業をいう。 

本施設 お茶と宇治のまち交流館、庭園、エントランス広場及び駐車・駐輪スペ

ースを併せた総称をいう。 

事業用地 交流ゾーンと史跡ゾーン（民有地を除く。）の総称をいう。 

事業用地内施設 事業用地に立地する施設の総称をいう。 

応募者 本事業の公募に参加しようとする者をいう。 

優先交渉権者 本事業の実施に係る公募により選定された応募者をいう。 

SPC 優先交渉権者が設立する本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社

（Special Purpose Company）をいう。 
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２．事業概要 

 事業名称 （１）

（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業 

 

 対象施設 （２）

（仮称）お茶と宇治のまち歴史公園 

 

 公共施設の管理者の名称 （３）

宇治市長 山本 正 

 

 事業の目的 （４）

本事業は、国史跡「宇治川太閤堤跡」の保存・活用を図り「秀吉と宇治茶」を中心とした宇

治の歴史・文化を総合的に分かりやすく伝えるとともに、宇治茶に関する様々な体験ができる

観光交流の場とすることにより、周辺地域と連携して宇治の観光振興及び地域振興を図ること

とし、以下の 3 つを本事業の目的とする。 

 

 国史跡「宇治川太閤堤跡」の保存・活用 

 宇治の歴史・文化・観光に関する情報発信 

 宇治茶に関する魅力発信 

 

 事業方式 （５）

本事業は、民間事業者が本施設を整備し、本施設の完成後に市に所有権を移転し、事業期間

中、市が本施設を含む事業用地内施設の所有権を有したまま、民間事業者が維持管理及び運営

を行う BTO（Build, Transfer and Operate）方式とする。 

 

 業務範囲 （６）

本事業を実施する民間事業者として市より決定された民間事業者は、本事業の遂行を目的と

する SPC を設立し、SPC は以下の業務を実施する。各業務の詳細については、要求水準書を

参照すること。 

 

① 設計業務（史跡ゾーンを除く） 

 設計業務 

 設計業務に伴う報告等 

 市への設計図書の提出 

 建築確認・許認可等の手続き 

 その他必要な業務 

 



3

② 建設業務（史跡ゾーンを除く） 

 建設工事業務 

 建設工事業務に伴う報告等 

 展示製作及び設置業務 

 その他必要な業務 

 

③ 工事監理業務（史跡ゾーンを除く） 

 工事監理業務 

 工事監理業務に伴う報告等 

 その他必要な業務 

 

④ 維持管理業務 

 建築物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 展示物等保守管理業務 

 什器備品等保守管理業務 

 清掃業務 

 警備業務 

 施設修繕及び更新業務 

 外構施設保守管理業務 

 駐車場・駐輪場保守管理業務 

 植栽維持管理業務 

 

⑤ 運営業務 

 受付・予約管理業務 

 利用料金徴収業務 

 館内案内・団体対応業務 

 展示企画業務 

 イベント等企画・運営業務 

 茶体験プログラムの企画・運営業務 

 備品、消耗品等調達業務 

 レストラン・喫茶運営業務 

 ミュージアムショップ運営業務 

 講座の企画・運営業務 

 観光案内業務 

 広報活動業務 

 事業統括業務 
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 駐車場・駐輪場運営業務（※1）（※2） 

 

※1 臨時駐車場運営業務を含む。（エントランス広場を臨時駐車場として利用することを想

定している。） 

※2 観光バス等の大型車の駐車については、現在、宇治橋周辺での駐車場の確保を含めて観

光バスのアクセス方法について検討中である。駐車場の目途が立った場合、管理運営を

事業範囲に含めることがある。 

※3 史跡ゾーンは現在も計画中であり、今後変更される（施設や設備の増加等）可能性があ

る。 

※4 JR 奈良線の高速化・複線化第二期事業の宇治川橋りょう建設工事に伴い、市は JR 西日

本から事業用地内交流ゾーンのうち約 1,400 ㎡を、平成 30 年 10 月～平成 32 年 6 月ま

での期間、工事ヤードとして使用する要請を受けている。SPC は、本事業の実施にあた

っては、市の要請に応じて、可能な範囲で JR 複線化事業に協力するものとする。 

なお、市は SPC と JR 西日本との調整を図るが、調整が整わない場合、SPC は市の判

断に従うものとする。 

 

 事業期間 （７）

本事業の事業期間は、事業契約の締結日から平成 49 年 3 月 31 日までの期間とする。また、

事業用地内施設の供用開始は平成 33 年 10 月を予定している。 

 

 事業スケジュール（予定） （８）

日程 内容 

平成 30 年 10 月 修景茶園等の維持管理開始 

平成 30 年 10 月～平成 33 年 3 月 交流ゾーンの設計・建設・工事監理 

平成 33 年 3 月 交流ゾーンの引渡し 

平成 33 年 4 月～平成 33 年 9 月 交流ゾーンの供用開始準備 

平成 33 年 10 月 交流ゾーン及び史跡ゾーンの供用開始 

平成 49 年 3 月 事業終了 

 
 事業に必要とされる根拠法令等 （９）

SPC は、本事業を実施するにあたり関係法令等（法律、政令、省令等）及び市の条例等（条

例、規則、告示、訓令等）を遵守すること。 

 

① 文化財保護関係 

 文化財保護法 
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② 施設整備関係 

 建築基準法 

 建築士法 

 建設業法 

 都市計画法 

 都市公園法 

 道路法 

 駐車場法 

 電気事業法 

 高圧ガス保安法 

 ガス事業法 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

 水道法 

 下水道法 

 屋外広告物法 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

 宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例 

 宇治市公共下水道条例 

 宇治市都市公園条例 

 宇治市屋外広告物条例 

 京都府福祉のまちづくり条例 

 京都府環境を守り育てる条例 

 京都府建築基準法施行条例 

 宇治市建築基準法施行細則 

 宇治市公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針（京都府） 

 宇治市地球温暖化対策実行計画（第 4 期計画）（宇治市） 

 

③ 災害防止及び環境保全関係 

 消防法 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

 エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネルギー法） 

 水質汚濁防止法 

 大気汚染防止法 

 悪臭防止法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 土壌汚染対策法 
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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

 宇治市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

 宇治市火災予防条例 

 宇治市環境保全基本条例 

 

④ 労働関係 

 労働基準法 

 労働安全衛生法 

 

⑤ その他本事業に関連する法令等 

 健康増進法 

 個人情報の保護に関する法律 

 宇治市個人情報保護条例 

 宇治市情報公開条例 

 著作権法 

 その他関連法令等 
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３．応募に関する条件 

 応募者の構成等 （１）

① 応募者の定義と構成 

ア 応募者 

応募者とは、本施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務並びに事業用地内施設の維

持管理業務及び運営業務の各業務にあたる者（SPC から各業務を直接請負う又は受託する

者）により構成されることを基本とし、一企業（以下、「応募企業」という。）とすること

も複数の企業で構成されるグループ（以下、「応募グループ」という。）とすることも可能

とする。 

イ 構成員 

構成員とは、応募者を構成し、SPC に対して出資を行う企業であり、参加表明書への明

記を求める企業とする。 

ウ 代表企業 

構成員のうち、応募者を代表する企業とする。なお、代表企業は以下の要件を満たすこ

と。 

 本事業における応募手続きを行うこと。 

 事業期間にわたり、SPC に対する出資割合を 大とすること。 

エ 協力企業 

協力企業とは、応募者のうち、構成員以外の企業であって、SPC から本事業における業

務を直接請負う又は受託する企業であり、参加表明書への明記を求める企業とする。 

 

② 構成者の明示等 

応募者は、参加表明書（様式 2-1）及び応募者の構成員及び協力企業一覧表（様式 2-4）に

おいて、全ての構成員及び協力企業を明示しなければならない。ただし、事業期間中の協力企

業の追加及び変更については、市との協議により決定するものとする。 

また、構成員の中で応募手続きを行い、市との対応窓口となる 1 法人である代表企業につ

いても明らかにしなければならない。 

 
③ 複数応募の禁止 

 応募者の構成員及び協力企業は、他の応募者の構成員及び協力企業になることはでき

ない。 

 各業務を担当する企業及び同企業と資本面又は人事面において密接な関連のある者に

ついても、他の応募者の構成員又は協力企業になることはできない。なお、「資本面に

おいて密接な関連のある者」とは、当該企業が総株主の議決権の過半数を超える議決

権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人

事面において密接な関連のある者」とは、当該企業の役員が代表権を有している、又

は役員を兼ねている場合をいう（以降、同じ。）。 
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 市が SPC との事業契約を締結後、選定されなかった応募者の協力企業が、SPC の業務

等を支援及び協力することは可能とする。 

 

④ 構成員等の変更及び追加 

参加表明及び参加資格審査に関する提出書類（以下、「参加資格審査書類」という。）の受

付締切日（以下、「参加資格確認基準日」という。）以降の構成員及び協力企業の変更及び追加

は、原則として認めない。ただし、３（２）④の場合等、市がやむを得ないと認めた場合はこ

の限りではない。 

 

 応募者の備えるべき参加資格要件 （２）

応募者の構成員及び協力企業は、以下の①及び②で規定する参加資格要件を、参加資格確認

基準日に満たしていなければならず、当該要件を満たしていない応募者の応募は認めないもの

とする。 

また、参加資格審査書類に事実と異なる記載のあるものは、当初から参加がなかったものと

みなす。 

 

① 一般的要件 

応募者は、いずれも以下の要件を満たすこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

イ 宇治市入札参加資格者名簿に登載されていること。なお、宇治市入札参加資格者名簿に

登録されていない者は、参加表明書の提出の際に、入札参加資格審査申請書（臨時用）（様

式 2-11）を提出し、市が入札参加資格を有すると認めた場合には、本要件を満たしたこ

ととする。 

ウ 市から、宇治市入札等参加資格の停止に関する要領の規定に基づく指名停止措置を受け

ていないこと。 

エ 参加表明書受付締切日現在、宇治市税（市民税（特別徴収分・普通徴収分）、法人市民税、

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）又は事業所税）を滞納

していないこと。また、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。 

オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをして

いない又は申立てをされていないこと。ただし、更生開始手続又は再生開始手続が決定

された場合を除く。 

カ 市が、本事業についてアドバイザリー業務を委託したパシフィックコンサルタンツ株式

会社及びパシフィックコンサルタンツ株式会社が本アドバイザリー業務において提携関

係にあるアンダーソン・毛利・友常法律事務所と資本面若しくは人事面において密接な

関連がないこと。 

キ 本事業について市が PFI 法第 11 条に定める客観的な評価を行うために設置した宇治市
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PFI 事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）の委員が属する企業又はその企業

と資本面若しくは人事面において密接な関連がないこと。ただし、選定委員会の委員で

あることを知らずに参加したと市が判断した場合は、この限りではない。 

ク 選定委員会の委員に対し、優先交渉権者の選定に関して自己に有利になる目的のため、

不正な働きかけ・接触を行っていないこと。なお、選定委員会の委員と知りながら、当

該委員への不正な働きかけ・接触を行った応募者は、本事業の参加資格を喪失するもの

とする。 

ケ PFI 法第 9 条に示される欠格事由に該当しないこと。 

コ 宇治市暴力団排除条例（平成 25 年宇治市条例第 43 号）第 2 条第 4 号に規定する暴力団

員等又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 

② 各業務にあたる者の要件 

応募者のうち、設計業務、建設業務、工事監理業務、運営業務の各業務にあたる者は、そ

れぞれ次の要件を満たすこと。 

ア 設計業務にあたる者 

設計業務を行う者は、以下に示す要件について該当すること。 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務

所の登録を受けた者であること。 

イ 建設業務にあたる者 

建設業務を行う者は、以下に示す要件について、いずれにも該当すること。 

 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定による特定建設業の建築一

式工事につき、許可を受けた者であること。 

 建設業法第 27 条の 23 第 1 項に定める直前の経営事項審査（以下、「経審」という。）

の総合評定値通知書（有効かつ 新なものとする。以下同じ。）における建築一式の

総合評定値が 1,200 点以上の者であること。ただし、建設業務を行う者のうちの 1

者が満たせば良いものとする。 

ウ 工事監理業務にあたる者 

工事監理業務を行う者は、以下に示す要件について該当すること。 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項の規定により、一級建築士事務

所の登録を受けた者であること。 

エ 運営業務にあたる者 

運営業務を行う者は、以下に示す要件について該当すること。 

 平成 19 年度以降に、博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）上の登録博物館（同法第

2 条第 1 項）、博物館相当施設（同法第 29 条）、文化財保護法（昭和 24 年法律第 214

号）上の公開承認施設（同法第 53 条第 1 項）又はそれらに類するものとして市長が

認める施設における運営業務実績があること。ただし、運営業務を行う者のうち「展

示企画業務」を行う者が満たせば良いものとする。 
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③ 参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は平成 29 年 11 月 10 日（金）とする。 

 

④ 参加資格の喪失 

参加資格確認基準日の翌日から優先交渉権者選定日までの間に、応募者の構成員又は協力

企業が上記①及び②に示す資格を欠くに至った場合には、市は当該応募者を優先交渉権者決定

のための審査対象から除外する。 

ただし、以下の場合において記載の要件を満たした場合、又は市が認めた場合にはこの限

りではない。 

ア 参加資格確認基準日から提案審査書類提出日の前日までに参加資格を喪失した場合  

参加資格審査書類に明示が義務づけられている者（以下、「応募法人」という。）のうち、

１ないし複数の法人が参加資格を喪失した場合において、参加資格を喪失しなかった法人

（以下、「残存法人」という。）のみ又は参加資格を喪失した法人（以下、「喪失法人」とい

う。）と同等の能力・実績を持つ新たな法人を構成員若しくは協力企業として加えたうえで、

応募者の再編成を市に申請し、様式集に記載する「提案審査時の提出書類」（以下、「提案

審査書類」という。）の提出日までに市が認めた場合。 

ただし、残存法人のみで応募者の再編成を市に申請する場合は、当該残存法人のみで本

募集要項に定める応募者の参加資格要件を満たしていることが必要である。なお、当該申

請では、喪失法人が行う予定であった業務を代替する法人の特定や、喪失法人が代表企業

であった場合の新たな代表企業の特定も行うこととする。  

イ 提案審査書類提出日から優先交渉権者決定日までに参加資格を喪失した場合  

上記アと同様とする（なお、「提案審査書類の提出日までに市が認めた場合」は、「優

先交渉権者決定日までに市が認めた場合」に読み替える。）。ただし、応募法人のうち、

代表企業が参加資格要件を喪失した場合は、当該応募者の参加資格を取り消すものとする。 
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４．応募に関する事項 

 募集及び選定に関するスケジュール （１）

民間事業者の募集及び選定に関するスケジュール（予定）は以下のとおりとする。 

日程 内容 

平成 29 年 9 月 29 日 募集要項等の公表 

平成 29 年 10 月 10 日 募集要項等に関する説明会及び現地見学会 

平成 29 年 10 月 10 日～ 

平成 29 年 10 月 16 日 
募集要項等に関する質問受付（第 1 回） 

平成 29 年 10 月 31 日 募集要項等に関する質問回答公表（第 1 回） 

平成 29 年 10 月 31 日～ 

平成 29 年 11 月 10 日 
参加資格審査書類の受付 

平成 29 年 11 月 22 日 参加資格審査結果の通知 

平成 29 年 11 月 22 日～ 

平成 29 年 12 月 12 日 
募集要項等に関する質問受付（第 2 回） 

平成 30 年 1 月 9 日 募集要項等に関する質問回答公表（第 2 回） 

平成 30 年 1 月 22 日～ 

平成 30 年 2 月 5 日 
提案審査書類の受付 

平成 30 年 5 月頃 優先交渉権者の決定公表・基本協定の締結 

平成 30 年 7 月頃 事業契約（仮契約）の締結 

平成 30 年 10 月頃 事業契約（本契約）の締結 

 
 応募手続き （２）

① 募集に際して公表する書類等 

募集に際して公表する書類は、本募集要項とともに市公式ホームページ（以下、「市ホーム

ページ」という。）により公表を行うものとする。 

 

② 募集要項等に関する説明会及び現地見学会の開催 

募集要項等に関する説明会及び現地見学会を以下のとおり開催する。 

ア 開催日時 

説 明 会：平成 29 年 10 月 10 日（火）13 時 30 分から 

現地見学会：平成 29 年 10 月 10 日（火）15 時 30 分から 

イ 場所 

説 明 会：宇治市生涯学習センター 

現地見学会：宇治市菟道丸山 地内 

国史跡「宇治川太閤堤跡」付近 

ウ 受付期限 

  平成 29 年 10 月 6 日（金）午後 5 時まで 



12

エ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

オ 提出方法 

  募集要項等に関する説明会・現地見学会参加申込書（様式 1-7）に記入の上、電子メー

ルでのファイル添付により提出すること。 
 

③ 募集要項等に関する質問受付（第 1 回） 

募集要項等の内容等に関する質問を以下のとおり受け付ける。 

ア 受付期限 

  平成 29 年 10 月 16 日（月）午後 5 時まで 

イ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

ウ 提出方法 

  募集要項等に関する質問書（様式 1-1 から様式 1-6）に記入の上、電子メールでのファ

イル添付により提出すること。 

 

④ 募集要項等に関する質問に対する回答（第 1 回） 

募集要項等に関する質問に対する回答を平成 29 年 10 月 31 日（火）までに市ホームページ

において公表する。 

 

⑤ 参加資格審査書類の受付 

応募者は、様式集に示す「参加資格審査に関する提出書類」（様式 2-1 から様式 2-12 まで及

び添付資料）を以下のとおり提出すること。 

ア 受付期限 

  平成 29 年 11 月 10 日（金）午後 5 時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

イ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

ウ 提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。）により提出すること。 

 

⑥ 参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果を平成 29 年 11 月 22 日（水）までに代表企業に対して書面にて通知す

る。 

 

⑦ 参加資格がないと認めた理由の説明請求受付 

参加資格がないと認められた応募者は、以下の方法で、その理由について書面（任意様式）

により市に説明を求めることができる。 
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ア 受付期限 

  平成 29 年 11 月 29 日（水）午後 5 時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

イ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

ウ 提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は、配達記録が残る方法に限る。）により提出すること。 

 

⑧ 参加資格がないと認めた理由の回答 

市は、上記⑦に係る回答を平成 29 年 12 月 25 日（月）までに代表企業に対して行う。 

 

⑨ 募集要項等に関する質問受付（第 2 回） 

募集要項等の内容等に関する質問を以下のとおり受け付ける。 

ア 受付期限 

  平成 29 年 12 月 12 日（火）午後 5 時まで 

イ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

ウ 提出方法 

  募集要項等に関する質問書（様式 1-1 から様式 1-6）に記入の上、電子メールでのファ

イル添付により提出すること。 

 

⑩ 募集要項等に関する質問に対する回答（第 2 回） 

募集要項等に関する質問に対する回答を平成 30 年 1 月 9 日（火）までに市ホームページに

おいて公表する。 

 

⑪ 応募を辞退する場合 

参加資格が確認された応募者が応募を辞退する場合は、提案審査書類提出日の前日までに

参加辞退届（様式 2-13）を宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課に持参にて提出すること。 

 

⑫ 提案審査書類の受付 

応募者は、提案審査書類を以下のとおり提出すること。なお、受付期限に遅れた場合は、

提案審査書類は受け付けない。 

ア 受付 

  平成 30 年 1 月 22 日（月）午前 9 時～平成 30 年 2 月 5 日（月）午後 5 時 

イ 提出先 

  宇治市都市整備部歴史まちづくり推進課 

ウ 提出方法 
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  持参により提出すること。 

エ 提出部数 

  18 部（内 1 部を正とする。） 

 

⑬ ヒアリング等 

市は、提案審査書類の審査にあたり、応募者に対してヒアリングを行う。 

 

 応募に関する留意事項 （３）

① 募集要項の承諾 

応募者は、提案書の提出を持って、募集要項等の記載内容を承諾したものとする。 

 

② 費用の負担 

応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

③ 使用言語、単位及び時刻 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるもの、

通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

④ 提出書類の取り扱い 

ア 著作権 

提出書類に含まれる著作物の著作権は、応募者に帰属する。ただし、公表、展示その他

市が本事業に関し、必要と認める用途に用いる場合は、市はこれを無償で使用できるもの

とする。 

また、市は、契約に至らなかった応募者の提案については、本事業の公表の目的以外に

は使用しないこととし、提出を受けた資料の返却は行わない。 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法及び維持管理方法等を

使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。 

 

⑤ 市からの提示資料の取り扱い 

市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することはできない。 

 

⑥ 公募手続きの中止等 

天災地変等やむを得ない理由により、公募手続の執行ができないときは、これを延期し、

又は中止する場合がある。  

また、応募者間の談合の疑い、不正不穏行動等により公募手続を公正に執行できないと認
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められるときには、公募手続の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

 

⑦ 応募無効に関する事項 

以下のいずれかに該当する応募は、無効とする。なお、優先交渉権者決定後において、当

該優先交渉権者が無効の応募を行っていたことが判明した場合には、優先交渉権者決定を取り

消す。 

ア 応募者に必要な資格のない者が応募したもの 

イ 同一の応募者から 2 通以上の提案審査書類が出されたもの 

ウ 提案審査書類に必要な記名押印のないもの 

エ 金額その他主要事項の記載が不明確なもの 

オ 応募者同士が明らかに談合して応募し、その他応募に際し不正の行為があったと認めら

れるもの 

カ その他公募手続に関する条件に違反したもの 

 

⑧ その他 

募集要項等に定めるもののほか、応募にあたって必要な事項が生じた場合には、代表企業

に通知する。 

 

 予定価格 （４）

本事業の公募においては、予定価格を下記のとおり事前公表することとする。 

 

予定価格： 2,540,000,000 円（消費税等を含む） 

 

この「予定価格」は、市が SPC に支払うサービス対価の総額である。 
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５．優先交渉権者の決定 

 優先交渉権者の選定及び決定方法 （１）

本事業では、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の各業務を通

じて、民間事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウと効率的かつ効果的な事業実施を求める

ものであり、それらを総合的に評価して選定することが必要であることから、民間事業者の募

集及び優先交渉権者の選定方法は公募型プロポーザル方式によるものとする。 

優先交渉権者は、選定委員会による審査及び選定結果を踏まえて市が決定し、市はその結果

を公表するとともに優先交渉権者と基本協定を締結する。その後、市は当該優先交渉権者が設

立した SPC と仮契約を締結し、議会の議決を経た後、事業契約を締結する。 

ただし、優先交渉権者決定日の翌日から事業契約締結前までの間に、優先交渉権者の構成員

又は協力企業が、３（２）①若しくは３（２）②に示す資格を欠くに至った場合又は３（２）

④に示す制限に該当する事態が生じた場合には、この限りではない。 

なお、選定委員会及びその委員構成については、優先交渉権者の決定までは非公開とし、優

先交渉権者の決定後、委員構成を公表するものとする。 

 
 審査内容 （２）

選定委員会は次の内容により、提案に係る審査・選定を行う。具体的な審査基準は優先交

渉権者選定基準を参照すること。 

 

ア 参加資格審査 

 応募者の参加資格要件の確認 

イ 提案審査 

 基礎審査 

 加点審査（提案内容審査及び価格審査） 

 

 審査結果の通知 （３）

審査結果は、優先交渉権者決定後速やかに、全ての代表企業に対して通知する。 

 

 提案書の概要報告 （４）

市は、優先交渉権者として市が決定した応募者より提出された提案書の概要を議会に報告

する。 
 

 審査結果等の公表 （５）

審査結果及び客観的評価の結果については、市ホームページにおいて公表する。 
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６．提案に関する条件 

本事業の提案に関する条件は以下のとおりである。応募者は、これらの条件を踏まえて、提

案審査書類を作成するものとする。なお、応募者の提案が要求水準書に示す要件を満たしてい

ない場合は失格とする。 

 

 施設要件 （１）

事業用地内施設（史跡ゾーンを除く） 
施設機能 施設概要 面積 

観光交流機能 

ミュージア
ム（歴史・文
化の情報発
信） 

 宇治の周遊観光に結びつける「宇治茶と宇治の歴史・文化」
の情報発信を行うこと。 

 国内有数の文化財集積地である「宇治のまち」の歴史物語の
伝承を行うこと。 

 宇治茶の魅力、太閤堤の歴史的価値の情報発信を行うこと。 
 宇治の魅力を深め、宇治観光への興味・関心へと繋げる展示

とすること。 提案による 

宇治茶体験 

 約 40 人程度の団体が利用できる規模とすること。 
 宇治茶の栽培から加工、合組、飲用までを五感を通して学べ

る各種体験プログラムの開催を行うこと。 
（例：茶摘み体験、製茶体験、抹茶加工体験、オリジナル茶
作り体験、聞き茶体験、宇治茶をテーマとした創作料理・和
菓子作り教室、立礼式の茶の湯体験等） 

レストラン・ 
喫茶 

 席数は約 50 席程度配置すること。 
 利用者に食事の場を提供し、団体客にも対応できること。 

提案による 
ミュージア
ムショップ 

 宇治の歴史や文化に関する土産やオリジナル商品の販売を行
うこと。 

講座室 
会議室 

 約 200 人相当を収容できる空間を確保すること。 
 各種講座、講演、イベントが開催できる構造とすること。 
 貸し会議室として利用できる構造とすること。 

提案による 

憩い・くつろぎ機能 

エントラン
スホール 

 利用者をもてなし、憩いくつろげる空間を提供すること。 
 施設の玄関ホールとすること。 
 休憩スペースを設置すること。 

提案による 

その他 
事務室  常駐職員、従業員等の執務室を設置すること。 

提案による 
休憩室・ 
ﾛｯｶｰﾙｰﾑ  職員等関係者の控室、更衣室を設置すること。 

その他 
共用部 

 廊下、トイレ、機械室、倉庫、収蔵庫、コインロッカー等を
設置すること。 

お茶と宇治のまち交流館延床面積         概ね 2,300㎡程度 

駐車・駐輪 
スペース 

 駐車場は普通自動車約 60 台程度を駐車できること。 
 必要な規模の駐輪場を設置すること。 提案による 

庭園  利用者が憩いくつろげる空間とすること。 
（例：レストラン・喫茶のオープンカフェ、屋外イベント会場） 提案による 

エントラン
ス広場 

 歴史公園の玄関口として利用者を迎える広場とすること。 
 イベント会場として利用できる構造とすること。 提案による 
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 SPC が行う業務 （２）

SPC が行う業務は、２（６）業務範囲及び要求水準書に示すとおりとする。 

 

 業務の委託 （３）

SPC は、提案審査書類に示したとおり、構成員又は協力企業に本事業の業務を委託又は請け

負わせるものとし、市の承諾を得た場合に限り、提案審査書類に示していない第三者に業務を

委託又は請け負わせることができる。なお、第三者への業務の委託又は請負は、すべて SPC

の責任において行うものとし、SPC が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた増加

費用及び損害は、その原因及び結果に関わらず、すべて SPC が責任を負うものとする。 

 

 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等 （４）

① 法制上及び税制上の措置に関する事項 

SPC が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用

されることとなる場合は、それによることとする。 

なお、市は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等は想定していない。今後、法制や

税制の改正により措置が可能となる場合は、市は当該措置の適用以降の事業契約上の措置につ

いて検討を行うものとする。 

 

② 財政上及び金融上の支援に関する事項 

SPC が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性

がある場合は、市はこれらの支援を SPC が受けることができるように協力するものとする。 

 

③その他の支援に関する事項 

その他の支援については、以下のとおりとする。 

ア 市は、事業実施に必要な許認可に関し、必要に応じて協力を行う。 

イ 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市と SPC で協議を

行う。 

 

 SPC の収入 （５）

① 市からのサービス対価 

設計業務・建設業務・工事監理業務に対するサービス対価は、以下の構成とする。詳細に

ついては、事業契約書（案）を参照すること。 

・建設業務の前払い（当該年度の出来高支払い予定額の 40%を上限とする。ただし、当該

年度に交付された社会資本整備総合交付金及び同交付金対象事業費に係る地方債の合計

額を上限額として支払う予定。） 

・設計業務・建設業務・工事監理業務期間中（本事業契約の締結日～平成 33 年 3 月 31 日）

の出来高支払い（当該年度に交付された社会資本整備総合交付金及び同交付金対象事業
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費に係る地方債の合計額を上限として支払う予定。） 

・本施設の引渡し後から事業期間終了までの間（平成 33 年 4 月 1 日～平成 49 年 3 月 31 日）

で支払う割賦払い 

 

維持管理業務・運営業務に対するサービス対価は、維持管理業務・運営業務期間中の支払

いとする。詳細については、事業契約書（案）を参照すること。 

 

② 利用者から得る収入 

上記に示すサービス対価の他、SPC は自ら収受できる収入として、お茶と宇治のまち交流

館内のミュージアムの入館料、ミュージアムショップの運営から得られる収入、レストラン・

喫茶の運営から得られる収入、茶体験プログラムの企画・運営から得られる収入、講座から得

られる収入、講座室・会議室の運営から得られる収入、及び駐車場の運営から得られる収入が

ある。また、提案により、観光案内による収入、エントランスホール、庭園及びエントランス

広場の一時利用等による収入についても得ることができる。 

 

 行政財産の貸付に伴う賃借料 （６）

市は SPC に対して、レストラン・喫茶及びミュージアムショップに要する部分に関し、PFI

法第 69 条に基づく貸付を行う。SPC は貸付に伴う賃借料を毎年市に納付するものとする。な

お、賃借料は宇治市行政財産使用料条例に基づいて算出する。 

 

 指定管理者の指定 （７）

市は、事業用地内施設を地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 3 項の規定に

よる「公の施設」とし、事業用地内施設の維持管理業務及び運営業務にあたっては、宇治市議

会に事業用地内施設に係る施設設置条例及び SPC を指定管理者として指定する議案を提出す

る。 

 

 SPC の設立 （８）

優先交渉権者は、本事業を実施するため、仮契約締結までに会社法（平成 17 年法律第 86 号）

に定める株式会社として登録簿上の本店所在地を宇治市とした上で SPC を設立する。なお、

全ての構成員は当該会社に対して出資するものとする。 

各構成員は、本事業が終了するまで SPC 株式を保有するものとし、市の事前の書面による

承諾がある場合を除き、保有する株式の全部又は一部について譲渡、担保権等の設定その他の

一切の処分を行ってはならない。 

 

 SPC の事業契約上の地位 （９）

市の事前の承諾がある場合を除き、SPC は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供

その他の方法により処分してはならない。株式、新株予約権を新たに発行しようとする場合も
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同様とする。なお、構成員等が保有する SPC の株式については、市の事前の書面による承諾

がある場合、譲渡、担保権等の設定その他の処分を行うことができる。 

 

 保険 （１０）

事業契約書（案）を参照すること。 

 

 市と SPC の責任分担 （１１）

① 基本的な考え方 

本事業においては、 も適切にリスクを管理することのできる者が当該リスクを担当する

との考え方に基づき、市と SPC が適正にリスクを分担することを基本とする。 

したがって、SPC が担当する業務に係るリスクについては、基本的には SPC が負うものと

する。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市がそのすべて又は

一部を負うこととする。 

 

② 予想されるリスクと責任分担 

市と SPC の責任分担は、事業契約書（案）に示すとおりであり、応募者は負担すべきリス

クを想定したうえで提案を行うこと。 

 

 入札保証金 （１２）

入札保証金は免除する。 
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７．契約に関する事項 

 契約手続き （１）

① 市と優先交渉権者は、募集要項等及び提案審査書類に基づき基本協定を締結する。 

② 市は、優先交渉権者が本事業を実施するために設立した SPC と、基本協定に基づき事業

実施の詳細条件を協議、調整し、仮契約を締結する。 

③ 仮契約は、当該契約に関する議案を宇治市議会に提出し、議決を得た場合に本契約となる。 

④ 指定管理者の指定に関する議案を、宇治市議会に提出する。 

⑤ 応募者の構成員又は協力企業が、優先交渉権者決定日から事業契約締結までの間に参加資

格要件を満たさなくなったときは、事業契約を締結しない場合がある。 

⑥ 優先交渉権者と上記の契約が締結できない場合、提案価格の範囲内で次点者と契約交渉を

行う。 

 

 事業契約の概要 （２）

事業契約において、SPC が遂行すべき設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理及び運

営業務に関する業務内容、リスク分担、金額及び支払方法等を定める。 

 

 契約金額 （３）

契約金額は、提案価格に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。 

 

 契約保証金 （４）

市は、事業契約に基づいて SPC が実施する業務の履行を確保するため、次のいずれかによ

る事業契約の保証を求めることを予定している。なお、契約保証金の額、保険金額又は保証金

額は、設計業務、建設業務及び工事監理業務に係る金額の合計金額に相当する額の 100 分の

10 以上とする。 

① 契約保証金の納付 

② 履行保証保険の付保 

③ 有価証券その他の担保の提供 

・有価証券の提供 

・金融機関又は保証事業会社の保証 
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８．事業実施に関する事項 

 誠実な事業の遂行 （１）

SPC は、優先交渉権者が提出した提出書類及び事業契約書（案）に定めるところにより、

誠実に業務を遂行すること。 
 
 市による事業実施状況及びサービス水準の監視 （２）

市は、事業期間中、SPC が業務を確実に遂行し、「要求水準書」に規定した性能及びサービ

ス水準を達成しているか否かを確認するため事業の実施状況についてモニタリングを実施す

る。 

SPC が提供する本事業のサービスが市の要求水準を満たしていない場合には、基本的に、事

業契約書に基づきサービス対価を減額する。詳細については、事業契約書（案）を参照するこ

と。 

 

 財務書類の提出 （３）

SPC は、毎事業年度経過後 3 か月以内に財務書類（会社法第 435 条に規定する計算書類、事

業報告及びその附属明細書）を作成し、自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による監

査を受けた上で、監査報告書とともに市に提出する。なお、市は、当該財務書類を公開できる

ものとする。 

 
 事業期間中の SPC と市の関わり （４）

① 本事業は、SPC の責任において遂行される。また、市は事業契約書（案）に定められた

方法により、事業実施状況について確認を行う。 
② 原則として市は SPC に対して連絡を行うが、必要に応じて市と SPC から業務の委託を受

けた者又は当該業務受託から再委託を受けた者との間で直接連絡調整を行う場合がある。 
③ 市と SPC との間で締結する事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と SPC は、誠

意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、事業契約書に規定する具体的措置

に従う。 
④ 事業契約に関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

る。 
 

 金融機関等と市との協議 （５）

SPC は、市が本事業に関して、事業の継続性をできるだけ確保する目的で、SPC に融資する

金融機関（以下、「融資金融機関」という。）と協議を行い、直接協定を締結する場合がある

ことを予め承諾するものとする。かかる協議においては、概ね以下の事項を定めることとする。  

① 市が事業契約を終了させる際の融資金融機関への通知及び協議に関する事項 

② SPC が事業契約に関する権利又は義務を融資金融機関又はその指定する第三者に譲渡し、

又は担保提供する場合の市の書面による承諾に関する事項 
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③ 融資金融機関が SPC から担保提供を受けた権利を実行する際の市との協議に関する事項 

 

 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 （６）

① 事業の継続に関する基本的な考え方 

優先交渉権者として選定された応募者は、SPC の設立等により出資企業からの倒産隔離を

あらかじめ講じることとする。また、事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契

約書で定める事由ごとに、市及び SPC の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるこ

ととする。 

 

② 事業の継続が困難になった場合の措置 

本事業において、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細については、事業契約書に

定める。 
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９．その他 

 株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて  （１）

本事業は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の対象事業であり、応募者は自ら

の責任において当該出融資を利用することを前提として提案（応募）することができる。 

なお、本規定は株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資を確約するものではなく、同

機構の出融資の詳細、条件等については、応募者が直接同社に問い合わせを行うこと。 

（連絡先）  株式会社民間資金等活用事業推進機構 

       TEL ：03-6256-0071（代） 

 

 情報公開及び情報提供 （２）

「宇治市情報公開条例」に基づき情報公開を行い、情報提供は適宜、市ホームページで行う。 

 

 問い合わせ先 （３）

本募集要項に関する問い合わせ先は、下記のとおりとする。 

 

宇治市 都市整備部 歴史まちづくり推進課（宇治市役所本庁舎 6Ｆ） 

住所 京都府宇治市宇治琵琶 33 番地 

電話 0774-21-1602 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0774-21-0400 

電子メール taiko-rekishikoen@city.uji.kyoto.jp  

宇治市公式 HP http://www.city.uji.kyoto.jp/ 

 


